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嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務公募型プロポーザル実施要領は、嬉野市新

庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務（以下「本業務」という。）を委託するに当たり、公募

型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定するため、その募集手続その他必要な事項を定めるもので

ある。 

 

1 目的 

嬉野市（以下「本市」という。）の電話交換機（以下「PBX」という。）は、老朽化により、更新が必要

な時期を迎えている。また、令和８年６月末竣工予定の新庁舎移転にあたり電話環境を抜本的に見直し、

各種配線を簡素化するなど、レイアウト変更への柔軟な対応や時代に即した働き方への対応を図ることで

電話環境の安定的かつ柔軟な運用を目指す。 

 

2 業務概要 

（１） 業務名 

嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務 

 

（２） 業務内容 

別紙「嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおりとする。なお、仕様書は、企画提案書及び見積書を作成する上で考慮していただきたい最低限

の要件を示すものであり、提案内容や現況によっては契約時に変更する場合がある。 

 

（３） 履行期間 

契約締結の日から令和８年９月１８日（金）まで 

 

（４） 提案上限額  

上限額は以下のとおり 

① 電話交換機等環境整備業務（初期費用） 

１１，５４０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

② 電話交換機等サービス及び内線スマートフォン利用料（運用費用：４年 6 ヵ月間） 

２１，０２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

3 参加資格及び条件 

本プロポーザルに参加することができる者（以下「参加者」という。）は、参加表明書の提出日を基準とし

て、以下の資格要件をすべて満たしていること。なお、複数の事業者が連携する場合は、代表者が以下の

資格要件をすべて満たし、グループを構成するすべての事業者が①から⑤の資格要件を満たしているこ

と。 

（１） 参加資格要件 

① 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

② 国又は地方公共団体から、それぞれの規定による指名停止措置を受けていないこと。 
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③ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画

の認可がなされていない者又は民事再生法(平成１１年法律第２２５号)に基づく再生手続開始の申立

てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 

④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第２号、第６号

及び嬉野市暴力団排除条例(平成２４年嬉野市条例第２号)第２条第４号の規定に該当する者でな

いこと。 

⑤ 国税及び地方税に滞納がないこと。 

⑥ 令和７・８年度嬉野市入札参加資格(物品・製造等)を有していること。 

⑦ 過去１０年以内に他の自治体において、本事業と同様の事業実績があること。 

 

（２） 参加条件 

① 参加者は、本事業を行う能力を有する単独企業、又はグループとする。なお、グループの場合は、代

表者が業務を行うものであること。 

② グループで参加する場合は、事業役割を担う代表者を選定し、その代表者が本市との連絡窓口とな

り、契約等諸手続を行い、業務遂行の責任を負うものとする。また、参加表明時は、代表者と構成員

を明らかにし、各々の役割分担を明確にする。その際、代表者と構成員ともに複数の役割を担うこと

ができる。 

③ 契約期間中において継続的に保証・維持管理・保守を行うことができ、そのための部材提供・代替品

供給等ができる者であること。  

 

４ 日程 

※上記スケジュールは予定であり、市の事情により変更する場合がある。 

 

5 参加手続き 

（１） 事務局（各種書類提出先） 

嬉野市役所 行政経営部 財政課 資産管理グループ 

〒８４９－１４９２ 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲１７６９番地 

TEL ０９５４－６６－９１１４ 

電子メール zaisei@city.ureshino.lg.jp 

 

項目 日程 

公告（公募開始） 令和８年２月２６日（木） 

質問書受付期限 令和８年３月６日（金）午後５時まで 

質問書への回答 令和８年３月１１日（水） 

参加表明書の提出期限 令和８年３月１３日（金）午後５時まで 

参加資格審査結果通知 令和８年３月１８日（水） 

提案書提出期限 令和８年３月３１日（火）午後５時まで 

プレゼンテーション実施・優先交渉権者選定 令和８年４月３日（金） 

審査結果通知 令和８年４月７日（火） 

契約締結 令和８年４月下旬 

mailto:zaisei@city.ureshino.lg.jp
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（２） 参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加する場合は、「５－（５）提出書類の記入上の留意事項」を確認の上、以下のと

おり関係書類を提出すること。 

① 提出期間 

令和８年２月２６日（木）から令和８年３月１３日（金）まで午後５時まで 

② 提出書類 

1 ) 参加表明書【様式１】 

2 ) 業務実績【様式３】 

3 ) グループ構成表（自由様式） ※グループの場合のみ 

③ 提出先及び提出方法 

事務局へ直接持参又は郵送すること。ただし、郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」と

し、提出期間内に必着とする。 

※持参による場合の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時までとす

る。 

④ 資格審査結果通知 

提出された参加表明書等を基に、参加資格を満たしているか審査し、その結果を令和８年３月１８日

（水）までに電子メールで通知した後、文書にて通知する。 

 

（３） 質問書の提出 

本実施要領及び仕様書に関し、質疑がある場合は、以下の要領で質問書を提出すること。 

① 提出期間 

令和８年２月２６日（木）から令和８年３月６日（金）午後 5 時まで 

② 提出先及び提出方法 

質問書【様式２】にて、事務局あてに電子メールにより提出すること。件名を「嬉野市新庁舎電話設

備整備等への質問【法人名】」とし、受信について事務局あてに電話し確認すること。 

※質問書は、提出期間中であれば追加で提出することを可能とする。 

※メール以外での質問は受け付けない。 

③ 回答方法 

嬉野市ホームページで令和８年３月１１日（水）に質問と回答をホームページに掲載予定 

 

（４） 提案評価に係る提案書等の提出 

参加資格を有すると認められた者は、「５－（５）提出書類の記入上の留意事項」を確認の上、以下の

とおり関係書類を提出すること。 

① 提出期間 

令和８年３月１８日（水）から令和８年３月３１日（火）午後５時まで 

② 提出書類及び部数 

１） 企画提案申込書【様式４】 正本１部、副本１０部 

２） 企画提案書（自由様式） 正本１部、副本１０部 

３） 参考見積書（自由様式） 正本１部 

※副本には提案者が特定できる企業名、氏名等は記載しないこと。 

③ 提出先及び提出方法 

事務局へ直接持参又は郵送すること。ただし、郵送する場合は、「特定記録郵便」又は「書留郵便」と
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し、提出期間内に必着とする。 

※持参による場合の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時までとす

る。 

④ 辞退 

参加表明書等に係る書類等の提出後、参加を辞退する場合は、辞退届【様式５】を提出すること。 

 

（５） 提出書類の記入上の留意事項 

① 基本事項 

1 ) 各提出書類は所定の様式に基づき作成すること。 

2 ) 用紙はＡ４判片面印刷とし、印刷はカラーも可とする。 

3 ) 文字サイズは図や注記等を除き、１０．５ポイント以上とする。 

② 参加表明書【様式１】 

嬉野市仕様欄は空白とし、代表者印を押印の上、提出すること。（社判不可） 

③ 業務実績【様式３】   

④ 過去１０年（平成２７年４月１日から参加表明書提出日まで）の間に業務が完了した同種業務につい

て、５件以内で記入すること。 

⑤ 企画提案書（自由様式） 

1 ) 表紙・目次を除き、片面３０ページ以内とすること。一部 A３判も可能とするが、Ａ３判１ペー

ジは A４版の２ページ分とする。 

2 ) 文章を補完するために必要な図、写真、表等を盛り込むことも可能とするが、会社名を特定・識

別できるような商号、名称、記号等は記載しないこと。 

3 ) 「評価基準」の記載順序を意識して提案書を構成すること。ただし、これは提案範囲を限定する

ものではない。 

4 ) 本市に有意義であると考えられる提案があれば、追加記載すること。 

⑥ 参考見積書（自由様式） 

1 ) 電話交換機等環境整備業務（初期費用）、電話交換機等サービス及び内線スマートフォン利用料

（運用費用：４年 6 ヵ月間）は分けて記載すること。なお、参考見積書記載金額は、消費税及び

地方消費税込の金額を記載すること。 

2 ) 業務に必要な費用すべてを見積に含めること。 

3 ) 見積書は提案書とは別に封筒に入れ、「会社名」及び「業務名」を記入し、封印すること。 

 

6 審査方法等 

（１） 審査方法 

① 「嬉野市新庁舎電話設備整備及び内線スマートフォン導入業務公募型プロポーザル選定委員会」(以下

「選定委員会」という。)において、業務提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査を

踏まえ、本業務委託の候補者となる事業者を選定する。 

② 審査は評価基準に基づき採点を行い、各委員の採点を集計し、合計点数による順位において、１位の

評価が最も多い者を優先交渉権者として選定する。その次に１位の評価が多い者を次点交渉権者とし

て選定する。ただし、評価点の合計が、満点の６割に満たない場合は、優先交渉権者及び次点交

渉権者として認めないものとする。 

③ １位の評価が最も多い者が複数となった場合は、選定委員会で協議のうえ、優先交渉権者及び次点交

渉権者を選定する。 
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④ 参加者が１者のみの場合であっても、内容の審査及び評価を行い、６割以上を満たしている場合は、

優先交渉権者として選定する。 

⑤ プレゼンテーション及びヒアリング実施日（予定）は、令和８年４月３日（金）とする。なお、実施

時間、場所等の詳細は、別途電子メールで連絡する。 

⑥ プレゼンテーションは１者につき５０分程度（提案説明３０分以内、質疑応答２０分程度）とする。 

⑦ 説明は、提出資料にて実施し、追加資料は認めない。 

⑧ プレゼンテーションに出席できる人数は、最大５人とする。 

⑨ プレゼンテーションは、参加表明書【様式１】を提出した順に行う。 

⑩ プレゼンテーションに使用する備品として、モニター（HDMI 端子で接続可能）は嬉野市において準

備する。パソコン等の機器類は参加者において準備すること。 

⑪ プレゼンテーションに欠席する場合、本プロポーザルを辞退したものとみなす。 

 

（２） 評価基準及び配点 

提案書等を審査する際の評価基準は次のとおりとする。 

審査項目 評価基準 配点 

実施体制 

組織体制 

・管理体制と役割分担が明確であるか。  

・行政機関や民間事業所等への導入実績があり、十分なノウハウを有し 

ているか。 

２０ 

業務工程 

・業務実施工程が妥当であり、確実な業務の遂行が見込まれるか。 

・既存電話設備からの移行計画が市の通常業務に支障がなく、スムーズ 

に行えるものとなっているか。 

３０ 

電話設備

（PBX、

FMC サー

ビス） 

全体構成 

運用方法 

・新庁舎電話設備整備の全体構成が、市の通常業務等を理解し、職員が

利用しやすい運用方法となっているか。 
３０ 

安定性 
・クラウド PBX の機能及び性能は十分か。 

・音声品質は住民サービスとして十分か。 
２０ 

操作性 

・外線、内線の発着信及び転送等の提案は十分かつ容易に行えるか。  

・スマートフォン同士、スマートフォンと固定電話との内線通話が容易 

に行えるか。 

２０ 

管理者 

機能 

利用者端末の

管理（MDM） 
・私的利用制限や端末管理等、MDM の機能が有効なものであるか。 ２０ 

管理者機能 ・人事異動、組織変更に伴う内線設定変更等が容易に行えるか。 ３０ 

サポート

体制 

サポート体制 

操作研修 

・本市管理者に対する支援内容等が十分で、変更設定に係る職員の負担 

が少ない提案となっているか。 

・職員への説明会、操作教育の実施が十分であるか。 

２０ 

緊急時対応 
・通信障害等により電話が不通となった場合の代替手段及びサポート体 

制の内容が合理的であるか。 
２０ 

独自提案 
・仕様書以外に、本市にとって有効な活用方法やアプリケーションの提 

案等、企画提案の内容をより高める提案となっているか。 
２０ 

価格 ・提案に対しての価格が適正であるか。 ２０ 

評価点合計 ２５０ 
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（３） 審査結果の通知 

審査結果については、市ホームページで公表し、プレゼンテーション参加者に対して、令和８年４月７

日（火）までに電子メール及び文書にて通知する。なお、審査結果等に対する異議は認めない。 

 

7 契約の締結 

① 契約内容の協議 

優先交渉権者において提出された提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、実施する事務の詳

細及び契約内容等の協議を行う。なお、優先交渉権者との協議の結果、両者が合意に至らなかった場

合には、本市は次点交渉権者と協議を行うものとする。 

② 見積書の提出 

優先交渉権者は、協議の結果に基づき、正式な見積書を提出するものとする。 

③ 契約の締結 

契約内容の協議、正式な見積書の内容により本市と優先交渉権者が合意した場合は、優先交渉権者を

相手として契約を締結する。 

④ 契約締結後 

優先交渉権者に本事業における失格事由等が認められる行為が判明した場合、本市は契約を解除でき

るものとする。 

 

8 失格条項 

次のいずれかに該当する場合には、提案者を失格とする。 

（１） 提出書類に虚偽の記載がある場合 

（２） 本プロポーザルに関して、選定委員会委員等と接触があった場合 

（３） 参加表明書提出後から契約締結までの間に、国又は地方公共団体からそれぞれの規定による指名停止措

置を受けた場合 

（４） 審査の公平性に影響を与えることがあった場合。 

（５） 本実施要領に違反すると認められた場合 

（６） 市が提示した提案上限額を超える見積書を提出した場合 

（７） その他、社会通念に照らし失格にあたる事由を認める場合 

 

9 その他 

（１） 提出書類の著作権は、それぞれの参加者に帰属するが、本市に提出した書類は返却しないものとする。 

（２） 参加表明書及び資格確認書類、提案書に虚偽の記載があった場合は、提出した書類を無効とする。 

（３） 応募に関する書類作成及び提出に係る費用は、全て参加者の負担とする。 

（４） 提案内容に含まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の国内外の法令に基づき保護される第三者

の権利の対象となっている意匠・デザイン・設計・施工手法・維持管理手法等を利用した結果生じた責

任は、参加者が負うものとする。 

（５） 参加者は、１つの提案しか行うことができない。 

（６） 参加者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議のうえ、本

市が認めた場合はこの限りではない。 

（７） 提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担する。ただし、天災や運営状況の大幅

な変更など、事業者の責めに帰さない合理的な理由がある場合は、双方で別途協議を行うものとする。 

（８） このプロポーザル手続きにおいて、本市が配付した書類や資料等を他の目的で使用しないこと。 
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（９） このプロポーザルに関して情報公開請求等があった場合、嬉野市情報公開条例（平成２６年嬉野市条例

第３３号）に基づき、参加者から提出された書類等を開示することがある。 


